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自平成２６年 ４月 １日 

  

至平成３６年 ３月３１日 

 



計画変更の理由と始期 

 

１ 変更の理由 

  森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１０条の６第２項の規定に基づき、次の理由

により変更する。 

 

  森林法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第４４号）の施行に伴い、鳥獣害防

止森林区域を設定する必要が生じたため、富良野市森林整備計画を変更する。 

 

２ 変更の始期 

  平成２９年４月１日から適用する。 

 

３ 変更の主な内容 

  ①森林法改正に伴う鳥獣害防止森林区域の設定（新規） 

  ②森林の異動による面積の変更 

  ③森林の異動による林小班の追加並びに削除 

  ④植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の所在の追加 

  ⑤文言の整理 
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